
仁所 (法人にあつては、三たる

京都府宇治市広野町風呂垣外11

別記
第 1号様式 (第11条、第13条、第14条関係)

事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 え 変 更)

(法人にあつてイt、 名称及び1 まヽ者の氏格t記 名押印又!■

陸上自衛隊大入保駐屯地 業 務隊長 渡 部 利

楽おむ逸芝コ

こ 1該 当する□には、レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は レ印の記入は不要です。

2「 雲準年度Jと は計画期間の前年度を、 「目標年度Jと は計画期間の最終年度をいいます。

3「 事業所等排出区分Jと は、京都市内の事業所等の事業活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する温室jJl具ガスを、 「輸送車両排出区分J
とは、自動車連送事業者については使用の本拠の位置を京都市内とする車両の,'出する温室効果ノスを、鉄道事業者について4ま得有する貨物車

両又!t旅客車両の排出する温宣効果7/スを、 「その他排出区分」とは、上記以外の京都府内における事業所等の事業活動に伴い発生する温室効
果ガスをいいます6

4「 特記事項uに は 平 成2年度 (1990年 度)を 基準とした,F幽量の対比やエネルギー原単位C Oe排出量、省エネ製品開発など他者の温全幼

果ガスリト出削減への貫練、グツーン調達の採用、特定フロンなどの条lfl指定外の温三効果ノスの削減などを記入してください。

京都 府 J“求 編 隈 Fイ対 策 条 例第18条第1項 (第18条第2項、第18条第3項)の 規定 り提出

特定事業者の

主たる業種

該当する喜美
者要件

″ 京都府地球温暖化対策条例施行規貝」第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換

r

算 して1,500キロリッ トル以上))

京都府地球温暖化対策条例施行規貝」第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又

はバス100台以上/タ クシー160台以上/鉄 道車両150両以上)

京都府地球温暖化対策条例地行規則第 10条 第 4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事

業者 (二酸化炭素に張算 して3.000トン以上))
「

計 画 期 間 平成 18 年 4 月 平成  20 年 3 月

基 本 方 針 政府がその業務及び事業に関し温暖化効果ガスのは排出の抑制等のため実行すべき処置について定める計

画 (19330閣議決定に基づき13年 度を基準とし8%削 減を目標とする。(24年度まで)

推 進 体 制 エネルギー起源に係わる推進体持Uについては管理科営繕班が担任し、上位機関と運携とりながら推進す

る。

年F_Fごとの具
体的な取組及
び措置

年 度 設備 、対象、工程等 計 画 内
~ 容

lS～ 19 照明設備 庁合等主要施設の照明設備を省エネ型に随時交換 していく。

lS-19 手アヨン設備 省エネ強化月間を制定し夏期の電力使用量抑制を国る。

温昼効果ガス

の排出量等 〕F出区分
基準年度 (実績 '

( 17)年 度
(二酸イヒ炭窯張算 〈t))

目僚年度 (計臼,
( 19 )年 度

(二酸化炭葉挨算 (t))

肖」減手

(計画)
(%)

A事 業所等排出区分 3,776 t 3700 t -20 %

B輸 送車両排出区分 t t %

Cそ の他排出区分 t t %

排出合計 Ⅲ1                  3776 t 2               3,700 t -20/%

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの肖」減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

取組畳等 (二酸化炭素振宴 (t) )

森林の保全及び整備 (整備面積) ha (吸収霞) t

府内産の木材の利用 (利用畳) m] (削減豊) ,

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(売電ま) kvh 〈部1滋量) t

(熱供給畳) CJ (削減畳) t

グリーン電力の購入 (購入窪) | 臨rh (削減畳) t

削減量等合計 t

差引排出量

(排出合計―削減等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

ネ1                 3 776 1 位)●D        3,700 t -2 %

特 記 事 項 空調、冷却設備の保守点検や整備を定期的に実lL‐している。高効率蛍光灯、インパーター照明等省エネ型無明器具等

省エネ照明器具に変更を実施 している。空調の適温化 (冷房28度 程度)を 確実に実施している。デマンドコント
ローラを設置し夏期最大電力を抑制。昼休みの消灯。

道 絡 先 担 当
立
Ｆ 署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号


